
簡
易
書
留
に
よ
る
交
付

　

郵
便
配
達
員
が
直
接
手
渡
し
ま

す
。

　

不
在
の
場
合
は
、
受
け
取
り
方

な
ど
を
「
不
在
連
絡
票
」
で
確
認

し
、
忘
れ
ず
に
受
け
取
っ
て
く
だ

さ
い
。

窓
口
で
の
交
付

　

市
役
所
国
保
年
金
課
窓
口
で
の

交
付
で
す
。
希
望
の
方
は
、
６
月

26
日
㊌
ま
で
に
国
保
年
金
課
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

①
本
人
が
受
け
取
る
場
合

公
的
機
関
が
発
行
す
る
顔
写
真

付
き
の
証
明
書
（
運
転
免
許
証

等
）
を
持
参

②
代
理
人
が
受
け
取
る
場
合

世
帯
主
ま
た
は
世
帯
員
か
ら
の

委
任
状
、
代
理
人
の
顔
写
真
付

き
の
公
的
機
関
が
発
行
す
る
証

明
書（
運
転
免
許
証
等
）を
持
参

※�

窓
口
交
付
は
７
月
５
日
㊎
か
ら

行
い
ま
す
。

※�

保
険
税
等
に
未
納
分
が
あ
る
方

に
は
、
短
期
有
効
期
限
の
保
険

証
等
を
発
行
し
ま
す
。
短
期
保

険
証
等
の
更
新
に
つ
い
て
は
、

市
役
所
窓
口
に
て
更
新
手
続
き

が
必
要
で
す
。

負
担
区
分
の
見
直
し
に

つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
お
よ
び

国
民
健
康
保
険
70
歳
以
上
の
加
入

者
に
つ
い
て
、
世
帯
状
況
と
前
年

所
得
に
基
づ
き
負
担
区
分
（
※
）

判
定
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
判
定

さ
れ
た
負
担
区
分
は
８
月
１
日
か

ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

負
担
区
分
判
定
の
結
果
、
医
療

費
の
自
己
負
担
割
合
（
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
は
１
割
ま
た
は
３
割
、

国
民
健
康
保
険
は
２
割
ま
た
は
３

割
）
に
変
更
が
生
じ
る
方
に
は
、

負
担
割
合
が
変
更
さ
れ
た
保
険
証

を
送
付
し
ま
す
。
８
月
１
日
以
降

に
医
療
機
関
等
に
行
か
れ
る
際
は
、

必
ず
新
し
い
保
険
証
を
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

※�

負
担
区
分
・
・
・
医
療
費
の
自

己
負
担
割
合
や
高
額
医
療
費
の

自
己
負
担
限
度
額
等
を
決
め
る

た
め
の
区
分

一
部
負
担
金
の
免
除
・�

徴
収
猶
予
に
つ
い
て

　

世
帯
主
、
被
保
険
者
の
方
が
震

災
等
に
遭
わ
れ
た
場
合
や
失
業
等

で
収
入
が
著
し
く
減
少
し
生
活
が

困
難
と
な
っ
た
場
合
、
申
請
に
よ

り
認
め
ら
れ
る
と
医
療
機
関
等
で

支
払
う
一
部
負
担
金
（
自
己
負
担

額
）
の
免
除
ま
た
は
徴
収
猶
予
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※�

国
民
健
康
保
険
の
場
合
は
世
帯

主
ま
た
は
被
保
険
者
が
、
入
院

治
療
を
受
け
る
世
帯
で
あ
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３
、6
⒇
１
６
０
０
へ
。

　

市
教
育
委
員
会
で
は
、
子
ど
も

た
ち
の
科
学
に
対
す
る
関
心
を
高

め
る
た
め
、
茂
原
樟
陽
高
校
と
の

共
催
に
よ
り
、
科
学
教
室
を
開
催

し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
日
時
＝
８
月
１
日
㊍　

第
１
部

９
時
30
分
～
11
時
40
分
「
プ
ロ
グ

ラ
ム
で
ロ
ボ
ッ
ト
を
動
か
そ
う
」、

第
２
部
13
時
～
15
時
10
分
「
電
気

を
知
ろ
う
」（
い
ず
れ
か
一
方
の

参
加
も
可
）／
対
象
＝
市
内
在
住

の
小
学
４
年
～
６
年
生
／
定
員
＝

各
10
人
程
度
（
申
込
多
数
の
場
合

抽
選
）／
費
用
＝
１
０
０
円
（
保

険
料
）／
会
場
＝
茂
原
樟
陽
高
校

工
業
棟
ほ
か
／
申
込
＝
７
月
１
日

㊊
～
12
日
㊎
８
時
30
分
～
17
時
15

分
（
土
日
を
除
く
）
ま
で
に
生
涯

学
習
課
ま
た
は
本
納
公
民
館
窓
口

ま
で
。

※�

７
月
26
日
㊎
以
降
の
キ
ャ
ン
セ

ル
の
場
合
、
準
備
の
都
合
上
返

金
不
可

お
問
い
合
わ
せ
は
、

生
涯
学
習
課
（
９
階
）

☎
⒇
１
５
５
９
、6
⒇
１
６
０
７
へ
。

　
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
証
（
保

険
証
）
が
7
月
31
日
で
有
効
期
限
切
れ
と
な
る
た
め
、
8
月
1
日

か
ら
使
え
る
新
し
い
保
険
証
を
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

７
月
中
旬
に

保
険
証
を
郵
送
し
ま
す

夏
休
み
の
思
い
出
に
！

茂
原
市

�

科
学
教
室

見本 見本
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